
諸　手　続　一　覧　表 　　　　　　     
以下の事由が発生した場合は、必ず手続きを行い許可を受けてください。許可を受けないと「横浜市営墓地及び納骨堂
に関する条例」に基づき、使用許可を取り消す場合があります。各種手続きの詳細については管理事務所までお問い合
わせください。　※[■]が付いている書類は、墓地管理事務所にあります。

手続名称 事　由　（説　明） 必要書類等 手数料

名義の書換
( 承 継 )

墓地の使用者(使用許可を受けた方)が死亡した
場合などに、別の方(承継者)がその使用権を承
継する際に、行う手続きです。

承継については、前使用者との関係性によって
必要書類が異なるため、必ず事前に墓地管理事
務所にご相談ください。

※使用者と違う姓でも承継できます。

⑴墓地納骨堂使用権承継許可申請書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証
⑶承継者の住民票等の新しい住所がわかる書類
⑷誓約書[■]
⑸承継者の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）等、
現使用者との関係が分かる書類
⑹承継者の印鑑登録証明書※
⑺承継者の実印※
⑻その他の書類(必要に応じて別途ご案内します)
※⑹,⑺は承継者本人が窓口で手続する場合は不要
です（運転免許証等の本人確認書類の提示が必要
となります）。

300円

書 換

引っ越し等により住所が変わった際に、行う手
続きです。

⑴墓地納骨堂使用許可証書換え申請書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証
⑶使用者の住民票等の新しい住所がわかる書類 300円

氏名(姓)が変わった際に、行う手続きです。
上記⑴⑵⑶に加えて、
⑷使用者の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）

市町村合併や住居表示変更等により、住所が変
わった際に、行う手続きです。

⑴墓地納骨堂使用許可証書換え申請書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証
⑶変更・通知証明書(市区町村が発行)
※使用許可証を紛失された場合の手続きは「書
換」ではなく「再交付」（下記）になります。

無料

再 交 付

墓地納骨堂使用許可証を紛失した際に、行う手
続きです。

⑴墓地納骨堂使用許可証再交付申請書[■]
⑵使用者の住民票等の新しい住所がわかる書類

300円
墓地納骨堂使用許可証が、著しく汚損又は破損
した際に、行う手続きです。

上記⑴に加えて、汚損又は破損した墓地納骨堂
（霊堂）使用許可証

納 骨
墓地に遺骨を納める際に、行う手続きです。
※納骨をする際は、事前に届け出てください。
※届出者は原則として使用者本人です。

⑴墓地納骨堂埋葬･埋蔵･収蔵･改葬届出書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証
⑶死体火埋葬許可証または改葬許可証

無料

遺骨の移動
( 改 葬 )

現在使用している墓地から他の墓地へ、遺骨を
移動する際に、行う手続きです。
なお、全ての遺骨を他の墓地へ移動させる場合
には、墓地を返還していただくことになるた
め、墓地の返還の手続きも同時に行うことにな
ります。
※改葬には、区役所（墓地管理事務所が所在す
る区）での手続きも必要です。

⑴墓地納骨堂埋葬･埋蔵･収蔵･改葬届出書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証
⑶改葬許可証明申請書[■]
⑷移動先の墓地の受入証明書等
使用者と申請者が異なる場合は、次の書類も必要
になります。
⑸使用者の承諾書[■]

１通
（６体

まで）

300円

分 骨
納骨されている遺骨を分骨して他の墓地に移動
（改葬）する時に、行う手続きです。

⑴分骨証明申請書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証

１通
300円

墓地の返還

全ての遺骨を他の墓地に移動させる場合等、墓
地を使用する必要が無くなった際に、行う手続
きです。なお、墓地を返還する際は、原状回復
していただきます。

⑴墓地納骨堂返還届出書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証

無料

工事の施工

工事施工の際に、行う手続きです。
※使用者以外の方は施工できません。
※工作物の制限（墓碑高3ｍ以内、盛土高0.7ｍ
以内、　外柵高1.5ｍ以内）
※複数の墓碑を建立することは、原則として
　できません。

⑴墓地内工事施工届出書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証
⑶設計図
⑷写真付平面図の写し（新規工事のみ）

無料

使 用 許 可
証 明

墓地の使用権を保有していることを証明する際
に、行う手続きです。
※改葬の際の、受入証明等に使用。

⑴使用許可証明申請書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証

300円

埋 葬 証 明
墓地に遺骨を埋蔵していること証明する際に、
行う手続きです。
※墓地申込みの際の、遺骨証明等に使用。

⑴焼骨埋葬等証明申請書[■]
⑵墓地納骨堂（霊堂）使用許可証

300円

※ 使用者に代わって手続きを行う場合は、委任状の提出が必要となります。

【久保山・三ツ沢・日野公園墓地用】
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